
鳥取県教育・保育施設における安全対策取組強化支援事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）

第４条の規定に基づき、鳥取県教育・保育施設における安全対策取組強化支援事業補助金（以下「本

補助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、県内の保育関係団体・幼稚園関係団体を対象に、教育・保育施設における安全対

策の取組強化を目的とした研修会の実施に要する経費に対し補助金を交付することにより、教育・保

育施設における重大事故の未然防止、事故発生時の適切な事故対応、再発防止の徹底を図ることを目

的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表の第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」という。）

を行う同表の第２欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第３欄に掲げる経費の額に、同表の第４欄に定める率を

乗じて得た額（同表第５欄に定める額を限度額とする）以下とする。 

なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助事業の実施に

当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、子育て・人財局長が別に定める日までに行わなければならない。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様式第１号及び

様式第２号によるものとする。 

３ 規則第５条の申請書には、前項に定めるもののほか、様式第３号を添付しなければならない。 

 

（交付決定及び交付額確定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、規則第１８条第１項の規定による交付額の確定と併せて、原則として、

交付申請を受けた日から３０日以内に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知及び交付額確定通知は、様式第４号によるものとする。 

 

（実績報告の時期等） 

第６条 規則第１７条第１項の規定による報告は、本補助金の交付申請書の提出をもって、報告があっ

たものとみなす。 

 

（雑則） 

第７条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。 

 

 



附 則 

 この要綱は、令和４年７月２０日に施行し、令和４年度の補助事業から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表（第３条関係） 

１ 
補助事業 

２ 
補助対象者 

３ 
補助対象経費 

４ 
補助率 

５ 
補助限度額 

安全対策取組強化
支援事業 

保育関係団体・幼稚
園関係団体 

団体内での安全対
策の取組強化を目
的とした専門研修の
開催に必要な謝金、
旅費、会場借上げ
料、消耗品費、印刷
製本費（消費税及び
地方消費税は除く。
） 

１０/１０ １団体あたり ２５，０００円 

※１ 他の補助金で支援を受ける経費については、補助対象経費から除くものとする。 
※２ 補助対象経費に補助率を乗じて得た額に千円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係） 

 

    令和 年度鳥取県教育・保育施設における安全対策取組強化支援事業補助金事業報告書 

 

１ 事業内容 
事業名 総事業費 

（税込み） 
 
 
 
Ａ 

寄付金その他
の収入額 

 
 
 
Ｂ 

差引額 
（Ａ－Ｂ） 

 
 
 
Ｃ  

対象経費の 
実支出額 
（税抜き） 

 
 
Ｄ 

補助率 
 
 
 
 
Ｅ 

補助基準額 
（Ｄ×Ｅ） 

 
 
 
Ｆ 

上限額 
 
 
 
 
Ｇ 

選定額 
（Ｆ・Ｇのいずれか

少ない額） 
 
 
Ｈ 

安全対策取組

強化支援事業 

    １０/１０  ２５,０００円  

（注１）Ａ欄には、補助事業の開催に要した経費の総額を記入すること。 

（注２）Ｂ欄には、鳥取県教育・保育施設における安全対策取組強化支援事業補助金以外の収入がある場合にその金額を記入すること。 

（注３）Ｆ欄で、対象経費の実支出額（Ｄ欄）に補助率（Ｅ欄）を乗じて得た額に千円未満の端数が生じたときは切り捨てた金額を記入すること。 

 

 

２ 他の補助金の活用の有無 

他の補助金の活用の有無 

（いずれかに○をすること） 
有 ・ 無 

※「有」の場合は、以下の①～③の項目について記入すること。 

① 活用する補助金の名称  ② 補助対象事業の内容  ③ 当該補助金に関す

る問合せ先 

 

 

 

 



様式第２号（第４条関係） 

 

令和 年度鳥取県教育・保育施設における安全対策取組強化支援事業収支決算書 

 

 

 収入の部                                                               （単位：円） 

科 目 金 額 備 考 

 

県補助金 

 

自主財源 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計   

 

 

 支出の部                                    （単位：円） 

科 目 金 額 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 計   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号（第４条関係） 

 

令和 年度鳥取県教育・保育施設における安全対策取組強化支援事業完了報告書 

 

 

実施年月日等 実施内容 経費 

 

（１）研修名 

 

 

（２）期日 

令和 年  月  日  

～ 月  日（  日間） 

 

 

（３）実施方法 

 

 

 

（１）参加人数  名 

 

 

（２）研修内容 

 

 

 

 

 

（３）講師の所属／氏名 

 

 

（４）研修の成果 

 

 

 

 

 

 

・○○費     円 

 

・○○費     円 

 

・○○費     円 

 

合計      円 

（備考） 

 
 

＜添付書類は以下のとおり＞ 

・（別紙）口座振込依頼書 

  ・参加者名簿（参加者の施設名、職種、氏名が分かるもの） 

・対象経費の根拠となる書類（領収書の写し等） 

 

 

 

 

 

 



様式第４号（第５条関係） 

第         号  

 令 和  年  月  日  

 

 

            様 

 

 

鳥取県知事 平井 伸治 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

令和 年度鳥取県教育・保育施設における安全対策取組強化支援事業補助金交付決定 

及び交付額確定通知書 

 

令和 年  月  日付けの申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった令和 年度鳥取県

教育・保育施設における安全対策取組強化支援事業補助金（以下「本補助金」という。）については、

鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の

規定に基づき、下記のとおり交付することに決定し、併せて規則第１８条第１項の規定に基づき交付

額を確定したので、規則第８条第１項及び第１８条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業 

  安全対策取組強化支援事業 

  本補助金の補助事業の内容は、申請書に記載のとおりとする。 

 

２  交付決定額等 

  本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 

（１）算定基準額    金           円 

（２）交付決定額    金           円 

 

３ 交付額の確定 

本補助金の確定額は、前記２の（２）の交付決定額のとおりとする。 

 

４ 経費の配分 

本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書に記載

のとおりとする。 

 

５ 補助規程の遵守 

  本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 

 

 


